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令和６年度 第１回清須市教育委員会定例会 会議録 

開 催 年 月 日 令和６年４月１日（月）午前１１時開会 

開 催 場 所 清須市役所南館３階大会議室 

出 席 委 員  教 育 長  天 埜 幸 治 

委員（教育長職務代理者）  後 藤 小百合 

委          員  髙 山 智 司 

委          員  太 田 光 則 

委          員  上 田 恭 子 

欠 席 委 員 なし 

本 定 例 会 に 

説 明 の た め 

出 席 し た 者 

の 職 ・ 氏 名 

教 育 部 長  石 黒 直 人 

教 育 部 参 事  浅 井   努 

学 校 教 育 課 長  瀬 尾   光 

生 涯 学 習 課 長  大 沼 賀 敬 

ス ポ ー ツ 課 長  髙 山   敬 

学校給食センター管理事務所長  吉 田   剛 

学 校 教 育 課 主 幹  神 谷   貢 

学 校 教 育 課 課 長 補 佐  小 崎 充 代 

学 校 教 育 課 総 務 係 長  山 内 裕 二 

議 事 日 程 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 第１２回定例会会議録の承認について 

日程第３ 同意第２号 清須市教育委員会事務局教育部職員の任命について 

日程第４ 同意第３号 清須市立学校開放施設運営委員会委員の委嘱について 

日程第５ 同意第４号 清須市社会教育施設運営委員会委員の委嘱について 

日程第６ 同意第５号 清須市スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第７ 同意第６号 清須市立小中学校教務主任等の任命について 

日程第８ 同意第７号 清須市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委

嘱について 

日程第９ 同意第８号 清須市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

日程第10 同意第９号 清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命について 

日程第11 同意第10号 清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の選任

について 

日程第12 同意第11号 清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員の選

任について 

日程第13 同意第12号 清須市共同学校事務室室長の任命について 

日程第14 同意第13号 清須市立小中学校スクールカウンセラーの任命について 

日程第15 同意第14号 清須市青少年・家庭教育相談員の任命について 

日程第16 同意第15号 清須市特別支援教育巡回指導員の任命について 

日程第17 同意第16号 清須市教育支援教室指導員の任命について 

日程第18 議案第６号 清須市立小中学校管理規則の一部を改正する規則案 

日程第19 議案第７号 清須市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する

規則案 

日程第20 議案第８号 清須市学校給食費等臨時給付金事業実施要綱案 

日程第21 議案第９号 教育支援教室要綱の一部を改正する告示案 

日程第22 議案第10号 清須市生涯学習関係団体補助金交付要綱の一部を改正す

る告示案 

日程第23 議案第11号 清須市学校給食センター学校給食献立委員会規程の一部
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を改正する訓令案 

日程第24 議案第12号 清須市学校給食センター給食用物資選定委員会設置規程

の一部を改正する訓令案 

会 議 録 署 名 

委 員 の 氏 名 
教育長は、会議録署名委員に次の２人を指名した。 

髙 山 智 司 委 員    上 田 恭 子 委 員 

 

議事の経過 

 

○ 開会 

天埜教育長 おはようございます。 

只今の出席委員数は、５名です。過半数の出席がありますので、只今から、

令和６年度第１回清須市教育委員会定例会を開会します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しましたとおりです。ここで、あらかじ

め申し上げます。 

委員並びに事務局職員の発言は、挙手により、教育長を通して、お願いし

ます。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

天埜教育長 日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

会議録署名委員には、髙山委員と上田委員を指名いたします。 

 

日程第２ 令和５年度第１２回定例会会議録の承認について 

 

天埜教育長 

 
 

 

 
学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２「令和５年度第１２回定例会会議録の承認について」を議題とし

ます。 

事務局より、説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

それではお手元の令和５年度第１２回清須市教育委員会定例会会議録案

をご覧ください。 

表紙をおめくりいただきまして、開催日時が令和６年３月１１日、月曜日、

午前９時３０分開会でございました。 

出席委員につきましては、天埜教育長ほか４名の方、全員ご出席いただき

ました。 

定例会に説明のため出席した者は、教育部長ほか８名でありました。 

日程第１の会議録署名委員の指名をはじめ、日程第２の会議録の承認、日

程第３、専決処分としました、清須市教育委員会行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する規則の承認、日程第４、清須市教育委員会の権限に

属する事務の補助執行に関する規則案、日程第５、令和６年度清須市教育委

員会基本方針案、日程第６、清須市学校給食センター給食用物資納入業者の

指定について、それぞれ議案をお認めいただき、会議録としてまとめさせて

いただきました。１ページから７ページまでとなります。 

また、非公開の会議録がございます。こちらは非公開の議案として、日程



－3－ 

 

 

 

 

天埜教育長 

第９、県費負担教職員の人事の内示について、をまとめた会議録となってお

ります。 

ご確認をお願いいたします。以上です。 

 

ありがとうございました。少しボリュームがありますし、公開部分と非公

開部分がございますので、少しお時間を取りたいと思います。 

これより、質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これより、採決をします。「令和５年度第１２回定例会会議録について」

は、原案のとおり承認することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、「令和５年度第１２回定例会会議録について」は、

原案のとおり承認されました。 

この定例会閉会後、後藤委員と太田委員に、ご署名をお願いします。 

 

日程第３ 同意第２号 清須市教育委員会事務局教育部職員の任命について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第３、同意第２号「清須市教育委員会事務局教育部職員の任命につい

て」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第２号、清須市教育委員会事務局教育部職員の任命について。清須市

教育委員会事務局教育部職員に別紙の者を任命する。令和６年４月１日提

出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、令和６年４月１日付、清須市職員

の人事異動に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１８条第７

項及び第３４条の規程により、教育委員会事務局教育部の職員を任命するた

めに必要があるからです。 

１枚おめくりください。今回４月１日付けのそれぞれの職員の人事異動に

ついての一覧表となります。 

まず、異動でございます。市長部局から教育部への異動、教育部内での異

動、職名変更、暫定再任用及び新規採用により配属された職員で計１１名で

す。 

教育部から市長部局等へ異動した職員は８名です。 

次に、幼稚園の異動です。母子通園施設たんぽぽ園から渡辺園長が異動に

より、西枇杷島第１幼稚園の園長となります。また、保育園から１名と、新

規採用の１名が、新たに幼稚園に配属されました。 

なお、今年度から、西枇杷島第１幼稚園は、教育委員会から児童保育課へ

事務移管されるため、同じ西枇杷島第１幼稚園内ではなりますが、今回は異

動者の対象となっております。 

職員は、健康福祉部児童福祉課の職員と、教育委員会の職員との併任とし

て取り扱われます。 
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天埜教育長 

最後に退職でございます。こちらについては、令和６年３月３１日付けに

て退職いたしました芦田幼稚園園長の他３名となります。 

令和６年度、新たな体制で清須市の教育行政を担ってまいりますので、ご

承認をよろしくお願いいたします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第２号「清須市教育委員会事務局教育部職

員の任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を

求めます。 

［全員挙手］ 

従って、同意第２号「清須市教育委員会事務局教育部職員の任命について」

は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第４ 同意第３号 清須市立学校開放施設運営委員会委員の委嘱について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第４、同意第３号「清須市立学校開放施設運営委員会委員の委嘱につ

いて」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（スポーツ課長 挙手） 

 スポーツ課長。 

 

はい。スポーツ課長の高山でございます。 

同意第３号、清須市立学校開放施設運営委員会委員の委嘱について。清須

市立学校開放施設運営委員会委員に別紙の者を委嘱する。令和６年４月１日

提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由。この案を提出するのは、任期満了に伴い、清須市立学校施設開

放条例（平成１７年条例第８４号）第９条第３項の規定により、清須市立学

校開放施設運営委員会委員を委嘱するために必要があるからです。 

１枚はねていただきまして、別紙、委員一覧のとおり１４名を委嘱するも

ので、任期は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの２年でござ

います。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第３号「清須市立学校開放施設運営委員会

委員の委嘱について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手

を求めます。 

［全員挙手］ 

従って、同意第３号「清須市立学校開放施設運営委員会委員の委嘱につい

て」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第５ 同意第４号 清須市社会教育施設運営委員会委員の委嘱について 
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天埜教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第５、同意第４号「清須市社会教育施設運営委員会委員の委嘱につい

て」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（生涯学習課長 挙手） 

 生涯学習課長。 

 

はい。生涯学習課長の大沼です。 

同意第４号、清須市社会教育施設運営委員会委員の委嘱について。清須市

社会教育施設運営委員会委員に別紙の者を委嘱する。令和６年４月１日提

出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市社会教育施設運営委員会条

例第３条第２項の規定により、清須市社会教育施設運営委員会委員を委嘱す

るために必要があるからです。 

１ページおめくりください、委嘱者の名簿になります。 

令和６年４月１日付け人事異動に伴う学校教育関係者の交代となります。

市校長会との申し合わせにより、令和５年・６年度は、春日中学校長に学 

校教育関係者として委員を委嘱しておりましたので、任期については、前

任者の残存期間となり、令和７年３月３１日までとなりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第４号「清須市社会教育施設運営委員会委

員の委嘱について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を

求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第４号「清須市社会教育施設運営委員会委員

の委嘱について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第６ 同意第５号 清須市スポーツ推進委員の委嘱について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 日程第６、同意第５号「清須市スポーツ推進委員の委嘱について」を議題

とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（スポーツ課長 挙手） 

 スポーツ課長。 

 

はい、スポーツ課長の高山でございます。 

同意第５号、清須市スポーツ推進委員の委嘱について。清須市スポーツ推

進委員に別紙の者を委嘱する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教

育長、天埜幸治。 

提案理由。この案を提出するのは、清須市スポーツ推進委員規則第４条の

規定により、清須市スポーツ推進委員を委嘱するために必要があるからで

す。 
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天埜教育長 

１枚はねていただきまして、スポーツ推進委員に、新たに１番半田美佳子

氏、２番堀尾定治氏の２名を加えるものでございます。 

委嘱期間は、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの２年です。 

３２名から３４名とすることで事業をより円滑に遂行することができる

ようにするものです。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第５号「清須市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第５号「清須市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第７ 同意第６号 清須市立小中学校教務主任等の任命について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第７、同意第６号「清須市立小中学校教務主任等の任命について」を

議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第６号、清須市立小中学校教務主任等の任命について。清須市立小中

学校の教務主任、校務主任、保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進路指

導主事に別紙の者を任命する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教

育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、令和６年４月１日付教職員人事異

動に伴い、清須市立小中学校管理規則第１９条第３項及び第２２条第１項の

規定により、清須市立小中学校の教務主任、校務主任、保健主事、司書教諭、

生徒指導主事及び進路指導主事を任命するために必要があるからです。 

１枚おめくりください。教務主任等の発令者一覧となります。 

県費負担教職員の人事異動等により教務主任をはじめとした各役職を任

命したものでございます。一覧表右側が昨年度、中側が今年度の任命者とな

っております。 

令和６年度、新たな体制で清須市立小中学校における学校運営を担当して

いただきますので、ご承認をよろしくお願いいたします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第６号「清須市立小中学校教務主任等の任

命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求めま

す。 
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［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第６号「清須市立小中学校教務主任等の任命

について」は、 原案のとおり同意されました。 

 

日程第８ 同意第７号 清須市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱 

について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第８、同意第７号「清須市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師の委嘱について」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第７号、清須市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に

ついて。清須市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に別紙の者を委

嘱する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師に関する規則第２条の規定により、清須市立の学校医、学

校歯科医及び学校薬剤師を委嘱するために必要があるからです。 

１枚おめくりください。学校医等の新規委嘱者等となります。 

新川小学校及び新川中学校の学校医について、交代がありました。新川小

学校においては、三輪医院の三輪先生を新たにお迎えすることとなりまし

た。三輪先生は星の宮小学校との兼務となります。 

新川中学校においては、はるひ呼吸器病院の齊藤先生を新たにお迎えする

こととなりました。 

また、清洲小学校及び春日中学校の学校歯科医について、交代がありまし

た。清洲小学校においては、鬼頭西市場歯科医院の鬼頭先生を新たにお迎え

することとなりました。 

春日中学校においては、こじま歯科の小島先生を新たにお迎えすることと

なりました。 

最後に、新川小学校の学校薬剤師です。ヤハタ薬局二ツ杁店の八幡先生を

新たにお迎えすることとなりました。八幡先生は、清洲中学校と兼務になり

ます。 

もう１枚おめくりください。学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の一覧と

なります。現在、４１名の方を委嘱しております。 

児童生徒が学校生活を健康に過ごすことができるようご指導及び各種健

診業務にご協力をいただきますので、ご承認をお願いします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第７号「清須市立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の委嘱について」は、原案のとおり同意することに、賛成

の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 
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挙手全員です。従って、同意第７号「清須市立学校の学校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の委嘱について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第９ 同意第８号 清須市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第９、同意第８号「清須市地域学校協働活動推進員の委嘱について」

を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（生涯学習課長 挙手） 

 生涯学習課長。 

 

 はい。生涯学習課長の大沼です。 

同意第８号、清須市地域学校協働活動推進員の委嘱について。清須市地域

学校協働活動推進員に別紙の者を委嘱する。令和６年４月１日提出。清須市

教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、社会教育法第９条の７第１項の規

定により、清須市地域学校協働活動推進員を委嘱するために必要があるから

です。 

１ページおめくりください、委嘱者の名簿になります。 

地域学校協働活動推進員とは、学校と地域をつなぐ調整役として、地域や 

学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画・立案のほか、学校からの支援

依頼に対して地域ボランティアの募集・確保などにご協力いただきます。 

令和６年度は、中学校区ごとに連携して活動できる体制を整備するため、

２６名を委嘱するものです。任期は、令和７年３月３１日までの１年間とな

ります。よろしくお願いいたします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第８号「清須市地域学校協働活動推進員の

委嘱について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求め

ます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第８号「清須市地域学校協働活動推進員の委

嘱について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第１０ 同意第９号 清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 日程第１０、同意第９号「清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命に

ついて」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第９号、清須市学校運営協議会委員の委嘱、又は任命について。清須
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天埜教育長 

市学校運営協議会委員に別紙の者を委嘱、又は任命する。令和６年４月１日

提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市学校運営協議会規則第７条

の規定により、清須市学校運営協議会委員を委嘱又は任命するために必要が

あるからです。 

１枚おめくりください。学校運営協議会における新規委嘱者、新規任命者

等の一覧です。 

学校長から、推薦のあった者を委嘱又は任命したものとなります。学校運

営協議会委員の任期は、令和５年４月１日から２年間であるため、まだ任期

期間中ではありますが、ＰＴＡ会長等の変更や、教職員の異動があるため、

一部の方を新たに委嘱又は任命するものであります。 

なお、新規委嘱者及び新規任命者の任期は、令和６年４月１日から１年間

となります。 

学校運営について協議を行い必要に応じて、地域学校協働本部と協働しな

がら、学校活動を円滑に行うことができるよう取り組みを進めていくものと

なりますので、ご承認をお願いします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第９号「清須市学校運営協議会委員の委嘱、

又は任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を

求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第９号「清須市学校運営協議会委員の委嘱、

又は任命について」は、原案のとおり同意されました。 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 日程第１１、同意第１０号「清須市学校給食センター学校給食献立委員会

委員の選任について」を議題とします。 

この同意案件は、日程第２３、議案第１１号の規程の一部改正に関連する

ものですので、先に議案第１１号を議題とさせていただきます。 

２枚おめくりください。 

 

日程第２３ 議案第１１号 清須市学校給食センター学校給食献立委員会規程の

一部を改正する訓令案について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校給食セン

ター管理事務

所長 

 

 日程第２３、議案第１１号「清須市学校給食センター学校給食献立委員会

規程の一部を改正する訓令案」についてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

 学校給食センター管理事務所長。 

 

学校給食センター管理事務所長 吉田です。 

議案第１１号、清須市学校給食センター学校給食献立委員会規程の一部を

改正する訓令案。上記の議案を提出する。令和６年４月１日提出。清須市教

育委員会教育長、天埜幸治。 
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天埜教育長 

提案理由です。この案を提出するのは、規程の一部を適切な字句に改める

ために必要があるからです。 

１枚めくっていただきまして、当該規程の改正に係る改め文となります。

もう１枚おめくりください。新旧対照表となります。 

下線部分が今回の改正箇所となります。主な改正内容としましては、委員

の就任にあたり、第４条で教育委員会の「委嘱、任命」としていたところを

内部組織に発せられる訓令である規程による場合は、「選任」とすることが

適切であることから改正を行うほか、６箇所の部分を適切な字句に改めるも

のです。 

本訓令は、令和６年４月１日から施行します。よろしくお願いします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより、採決をします。議案第１１号「清須市学校給食センター学校給

食献立委員会規程の一部を改正する訓令案」については、原案のとおり決定

することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第１１号「清須市学校給食センター学校給食

献立委員会規程の一部を改正する訓令案」については、原案のとおり決定

 されました。 

それでは、日程第１１に戻ります。 

 

日程第１１ 同意第１０号 清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の 

選任について 

                

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校給食セン

ター管理事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同意第１０号「清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の選任に

ついて」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

 学校給食センター管理事務所長。 

 

学校給食センター管理事務所長 吉田です。 

同意第１０号、清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員の選任に

ついて。清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員に別紙の者を選任

する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市学校給食センター学校給食

献立委員会規程(平成１７年清須市教育委員会訓令第３号)第４条の規定に

より、清須市学校給食センター学校給食献立委員会委員を選任するために必

要があるからです。 

１枚めくっていただきますと、清須市学校給食センター学校給食献立委員

会の委員名簿となります。 

清須市立小学校及び中学校の給食主任、西枇杷島第１幼稚園長、学校栄養
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天埜教育長 

士の計１６人について、４月１日付けで教育委員会が任命するものです。 

任期は、令和６年度の 1年間です。 

なお、本委員会は、毎月１回招集され、翌々月の献立の審議、給食提供に

影響のある学校行事等の確認を行います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１０号「清須市学校給食センター学校給

食献立委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意することに、賛成

の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１０号「清須市学校給食センター学校給食

献立委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意されました。 

               

天埜教育長  日程第１２、同意第１１号「清須市学校給食センター給食用物資選定委員

会委員の選任について」を議題とします。 

この同意案件についても、日程第２４、議案第１２号の規程の一部改正に

関連するものですので、先に議案第１２号を議題とさせていただきます。 

２枚おめくりください。 

 

日程第２４ 議案第１２号 清須市学校給食センター給食用物資選定委員会設置 

規程の一部を改正する訓令案」について 

              

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校給食セン

ター管理事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第２４、議案第１２号「清須市学校給食センター給食用物資選定委員

会設置規程の一部を改正する訓令案」についてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

 学校給食センター管理事務所長。 

 

学校給食センター管理事務所長 吉田です。 

議案第１２号清須市学校給食センター給食用物資選定委員会設置規程の

一部を改正する訓令案。上記の議案を提出する。令和６年４月１日提出。清

須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、給食用物資選定委員会の効率的な

運営を図るため、また、令和６年４月１日の清須市組織機構改革に伴い字句

を改めるために必要があるからです。 

１枚めくっていただきまして、当該規程の改正に係る改め文となります。

もう１枚おめくりいただき、新旧対照表となりますので、ご覧ください。 

下線部分が今回の改正箇所となります。改正内容としましては、委員の就

任にあたり、第３条、第４条で「委嘱、任命」としていたところを内部組織

に発せられる訓令である規程による場合は、「選任」とすることが適切であ

ることから改正を行うほか、清須市組織機構改革において子育て支援課が児

童保育課となりことによる改正、また、会議の効率化を図るために、第６条

に記載のとおり項を追加するものです。 
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天埜教育長 

本訓令は令和６年４月１日から施行します。よろしくお願いします。 

 

これより質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより、採決をいたします。議案第１２号「清須市学校給食センター給

食用物資選定委員会設置規程の一部を改正する訓令案」については、原案の

とおり決定することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第１２号「清須市学校給食センター給食用物

資選定委員会設置規程の一部を改正する訓令案」については、原案のとおり

決定されました。 

それでは、日程第１２に戻ります。 

 

日程第１２ 同意第１１号 清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員 

の選任について 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校給食セン

ター管理事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第１２、同意第１１号「清須市学校給食センター給食用物資選定委員

会委員の選任について」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

学校給食センター管理事務所長。 

 

同意第１１号、清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員の選任

について。清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員に別紙の者を

選任する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜 幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市学校給食センター給食用物

資選定委員会設置規程(平成２６年清須市教育委員会訓令第１号)第３条の

規定により、清須市学校給食センター給食用物資選定委員会委員を選任する

ために必要があるからです。 

１枚めくっていただきまして、令和６年度 清須市学校給食センター給食

用物資選定委員会の委員名簿でございます。 

教育部長、健康福祉部長、学校教育課長、児童保育課長、保育長、校長の

代表として桃栄小学校長、幼稚園長、保育園長の代表として星の宮保育園長、

事務局兼任で学校給食センター管理事務所長、栄養教諭、市の栄養士の計１

３人について、本日付けで教育委員会が選任するものです。 

任期は、令和６年度の 1年間でございます。 

また、本委員会に学校給食部会と幼稚園・保育園給食部会を置き、部会委

員は、「給食用物資選定委員会設置規程」第７条第２項の定めにより、委員

長が指名する委員を持って構成します。この委員会は、毎月１回、翌月の献

立にかかる物資を選定します。なお、部会委員は、各学校の教頭、給食主任、

幼稚園長、保育園長を予定しており、輪番制により出席していただき、物資

の選定を行います。 
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天埜教育長 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１１号「清須市学校給食センター給食用

物資選定委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意することに、賛

成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１１号「清須市学校給食センター給食用物

資選定委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意されました。 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 日程第１３、同意第１２号「清須市共同学校事務室室長の任命について」

を議題とします。 

この同意案件についても、日程第１８、議案第６号の規則の一部改正に関

連するものですので、先に議案第６号を議題とさせていただきます。 

２枚おめくりください。 

 

日程第１８ 議案第６号 清須市立小中学校管理規則の一部を改正する規則案に 

ついて 

               

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第１８、議案第６号「清須市立小中学校管理規則の一部を改正する規

則案」についてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

はい、学校教育課長の瀬尾です。 

議案第６号、清須市立小中学校管理規則の一部を改正する規則案。上記の

議案を提出する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸

治。 

提案理由です。この案を提出するのは、令和６年４月１日付け教職員の人

事異動に伴い、共同学校事務室を置く学校を変更するため必要があるからで

す。 

１枚おめくりください。改正案です。さらにもう１枚おめくりください。

新旧対照表となります。次の同意第１２号でお諮りする、共同学校事務室室

長が在籍する学校を共同学校事務室に定める必要があるため、規則を改正す

るものとなります。ご承認をお願いします。 

 

これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより、採決をします。議案第６号「清須市立小中学校管理規則の一部
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を改正する規則案」については、原案のとおり決定することに、賛成の委員

の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第６号「清須市立小中学校管理規則の一部を

改正する規則案」については、原案のとおり決定されました。 

それでは、日程第１３に戻ります。 

 

日程第１３ 同意第１２号 清須市共同学校事務室室長の任命について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第１３、同意第１２号「清須市共同学校事務室室長の任命について」

を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第１２号、清須市共同学校事務室室長の任命について。清須市共同学

校事務室室長に別紙の者を任命する。令和６年４月１日提出。清須市教育委

員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市共同学校事務室設置規程第

２条第３項の規程により、共同学校事務室における運営責任者として室長を

任命するために必要があるからです。 

１枚おめくりください。共同学校事務室における室長の一覧です。学校事

務の業務を円滑に進めるため、市内１２校を２つのブロックに分け、統括す

る者として、A ブロック室長には、令和５年度に引き続き、西枇杷島中学校

の飯田恭子氏を、B ブロック室長には、清洲東小学校から春日中学校へ異動

となった𠮷田篤史氏を、任命することにご承認をお願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、採決をします。同意第１２号「清須市共同学校事務室室長の任

命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求めま

す。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１２号「清須市共同学校事務室室長の任命

について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第１４ 同意第１３号 清須市立小中学校スクールカウンセラーの任命につ 

いて 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 日程第１４、同意第１３号「清須市立小中学校スクールカウンセラーの任

命について」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第１３号、清須市立小中学校スクールカウンセラーの任命について。

清須市立小中学校スクールカウンセラーに別紙の者を任命する。令和６年４

月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市立小中学校の児童生徒の問

題行動等に的確に対応するとともに、学校におけるカウンセリング機能の充

実を図るため、清須市立小中学校スクールカウンセラーを配置し、任命する

ために必要があるからです。 

１枚おめくりください。今年度各学校にスクールカウンセラーとして任命

しようとする１２名の一覧表でございます。備考の欄をご覧頂きますと、６

名の方が愛知県からの派遣となっております。県から派遣されたスクールカ

ウンセラーに関しましては、中学校ごとに１名、４つの小学校に１名配属さ

れるものとなっております。従いまして、本市は６名が配属されております。 

なお、本市は充実した教育環境を整備したいという考えから、県からの派遣

以外に、市において任用した６名のスクールカウンセラーを学校に配属させ

ていただいております。 

なお、１２名の方については、全ての方が臨床心理士の資格を保有してお

ります。任命期間は令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとなって

おりますので、ご承認をお願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより、採決をします。同意第１３号「清須市立小中学校スクールカウ

ンセラーの任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の

挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１３号「清須市立小中学校スクールカウン

セラーの任命について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第１５ 同意第１４号 清須市青少年・家庭教育相談員の任命について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 日程第１５、同意第１４号「清須市青少年・家庭教育相談員の任命につい

て」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第１４号、清須市青少年・家庭教育相談員の任命について。清須市青

少年・家庭教育相談員に別紙の者を任命する。令和６年４月１日提出。清須

市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、いじめ・不登校問題解消並びに問

題行動等のある児童生徒及びその保護者に対し、専門的視野から助言指導を

行う、清須市青少年・家庭教育相談員を任命するために必要があるからです。 
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天埜教育長 

１枚おめくりください。任命者の一覧となります。元教員である、富田和

美氏と大島明美氏の２名のほか、社会福祉士及び精神保健福祉士の資格を有

する新谷 忍氏、元警察官の猪田利男氏の４名体制により、相談・支援を継

続してまいります。任用期間につきましては、令和６年４月１日から令和７

年３月３１日までの１年間となっております。また、備考欄のＳＳＷは、ス

クールソーシャルワーカーの略です。愛知県の補助事業を活用して、いじめ、

不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分

野に関する知識に加えて、社会福祉等の担当部門や関係機関との連携によ

り、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援していく役割を昨年に

引き続き、担っていただきます。県の補助要綱上では、教員ＯＢなど、福祉

や教育の分野において、知識・技術を有する者又は活動実績を有する者のう

ち、教育委員会が認める者をスクールソーシャルワーカーとしても活用する

ことが可能となることから、３名の方については、その旨を併せてご承認を

お願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、採決をします。同意第１４号「清須市青少年・家庭教育相談員

の任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求

めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１４号「清須市青少年・家庭教育相談員の

任命について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第１６ 同意第１５号 清須市特別支援教育巡回指導員の任命について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第１６、同意第１５号「清須市特別支援教育巡回指導員の任命につい

て」を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

同意第１５号、清須市特別支援教育巡回指導員の任命について。清須市特

別支援教育巡回指導員に別紙の者を任命する。令和６年４月１日提出。清須

市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、清須市立学校を巡回し、発達障害

のある園児、児童生徒に対し、適切な就学並びに支援について助言を行う、

清須市特別支援教育巡回指導員を任命するために必要があるからです。 

１枚おめくりください。巡回指導員の一覧です。２名の方で、市内の学校、

幼稚園、教育支援教室を担当していただくこととしております。 

１人目の李慧英氏は、清洲・新川・春日地区を担当いただきます。平成１

７年度には、西枇杷島中学校のスクールカウンセラーとして勤務経験をお持

ちで、臨床心理士の資格をお持ちです。 

２人目の小濱眞奈美氏は、西枇杷島地区を担当していただきます。臨床発
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天埜教育長 

達心理士等多種の資格を保有され、幼児教育や言語等の分野が得意で、聾学

校での勤務経験が長い方です。 

期間につきましては、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１

年間となっておりますので、ご承認をお願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、採決をします。同意第１５号「清須市特別支援教育巡回指導員

の任命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求

めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１５号「清須市特別支援教育巡回指導員の

任命について」は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第１７ 同意第１６号 清須市教育支援教室指導員の任命について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第１７、同意第１６号「清須市教育支援教室指導員の任命について」

を議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

 同意第１６号、清須市教育支援教室指導員の任命について。清須市教育支

援教室指導員に別紙の者を任命する。令和６年４月１日提出。清須市教育委

員会教育長、天埜幸治。 

 提案理由です。この案を提出するのは、清須市立学校の児童生徒で、何ら

かの心理的な理由等で登校できないもの並びにその保護者に対し、学校及び

関係機関の連携の下に適正な支援や指導を行う、清須市教育支援教室指導員

を任命するために必要があるからです。 

１枚おめくりください。指導員の一覧です。２名ともに元教員であり、不

登校児童生徒へ暖かい眼差しと包容力をもって、通室者の支援にあたってい

ただける方でありますので、ご承認をお願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、採決をします。同意第１６号「清須市教育支援教室指導員の任

命について」は、原案のとおり同意することに、賛成の委員の挙手を求めま

す。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、同意第１６号「清須市教育支援教室指導員の任命

について」は、原案のとおり同意されました。 
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日程第１９ 議案第７号 清須市学校給食センター管理運営規則の一部を改正す 

る規則案について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

学校給食セン

ター管理事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 日程第１９、議案第７号「清須市学校給食センター管理運営規則の一部を

改正する規則案」についてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校給食センター管理事務所長 挙手） 

 学校給食センター管理事務所長。 

 

 学校給食センター管理事務所長 吉田です。 

 議案第７号、清須市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則

案。上記の議案を提出する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育

長、天埜幸治。 

 提案理由です。この案を提出するのは、令和６年４月１日から引き上げる

清須市立小学校の児童及び清須市立中学校の生徒に係る給食費について、物

価高騰の影響を受ける子育て世帯等の家計支援を目的に、令和６年４月１日

から令和７年３月３１日までの間、引上げ分を公費負担とする取扱いを行う

ために必要があるからです。 

 １枚めくっていただきまして、当該規則改正に係る改め文となります。も

う１枚おめくりいただき、新旧対照表となります。 

 清須市学校給食センター管理運営規則の制定附則に、令和６年度における

給食費の額の特例として、２つの項を４項、５項として追加するものです。

４項は小学校の児童に対する特例、５項は中学校の生徒に対する特例です。

小学校４，５００円、中学校５，２００円の月額給食費の内、４００円分を

公費で負担するものです。 

 本規則改正の施行は、本日を予定しています。よろしくお願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決をします。議案第７号「清須市学校給食センター管理運営

規則の一部を改正する規則案」については、原案のとおり決定することに、

賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第７号「清須市学校給食センター管理運営規

則の一部を改正する規則案」については、原案のとおり決定されました。 

 

日程第２０ 議案第８号 清須市学校給食費等臨時給付金事業実施要綱案につい 

            て 

 

天埜教育長 

 

 

 日程第２０、議案第８号「清須市学校給食費等臨時給付金事業実施要綱案」

についてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 

 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

 議案第８号、清須市学校給食費等臨時給付金事業実施要綱案。上記の議案

を提出する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、令和６年度から小中学校の給食費

を月額４００円引き上げるとともに、令和６年度については引き上げ分を公

費で負担することを予定していることに伴い、公費負担の恩恵を受けない清

須市立以外の小中学校に通学している児童等の保護者に対しても、市立小中

学校と同様の支援措置を講じるため必要があるからです。 

１枚おめくりください。制定文となります。 

支給対象者は、令和６年５月１日時点で、清須市に住民登録のある対象児

童等を養育する保護者となります。対象児童等は、６歳から１５歳、平成２

１年４月２日から平成３０年４月１日生まれの児童等で、市外の小中学校に

通学しているなど、学校給食費引き上げ分の公費負担の対象とならない者と

なります。 

支給額は、学年により異なり、年額で、小学１年生は４，３００円、中学

３年生は４，２００円、それ以外の学年は４，４００円です。支給方法は、

支給対象者からの申請をもって支給することとなります。スケジュールとし

ましては、６月上旬に申請書類を発送し、申請受付期限は、８月末までとな

ります。 

物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するものであるため、ご承認を

お願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決をします。議案第８号「清須市学校給食費等臨時給付金事

業実施要綱案」については、原案のとおり決定することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第８号「清須市学校給食費等臨時給付金事業

実施要綱案」については、原案のとおり決定されました。 

 

日程第２１ 議案第９号 教育支援教室要綱の一部を改正する告示案について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

 日程第２１、議案第９号「教育支援教室要綱の一部を改正する告示案」に

ついてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（学校教育課長 挙手） 

 学校教育課長。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天埜教育長 

 はい。学校教育課長の瀬尾です。 

 議案第９号、教育支援教室要綱の一部を改正する告示案。上記の議案を提

出する。令和６年４月１日提出。清須市教育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、令和６年度から教育支援教室の開

設時間を変更するため必要があるからです。 

１枚おめくりください。改正文です。 

もう１枚おめくりいただくと、改正した申請書となります。 

もう１枚おめくりいただくと、新旧対照表となります。 

右側部分、改正前の条文をご覧ください。第５条第２号、開室時間が午前

９時から午後１時までとなっておりますが、左側部分、改正後の条文をご覧

ください。第５条で、開室時間を午前９時から午後３時までと改めておりま

す。そのほかは、文言等を整理したものとなります。 

開室時間を延長させることで、不登校児童生徒の支援の拡充を図るもので

ありますので、ご承認をお願いします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決をします。議案第９号「教育支援教室要綱の一部を改正す

る告示案」については、原案のとおり決定することに、賛成の委員の挙手を

求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第９号「教育支援教室要綱の一部を改正する

告示案」については、原案のとおり決定されました。 

 

日程第２２ 議案第１０号 清須市生涯学習関係団体補助金交付要綱の一部を改 

正する告示案について 

 

天埜教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第２２、議案第１０号「清須市生涯学習関係団体補助金交付要綱の一

部を改正する告示案」についてを議題とします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

（生涯学習課長 挙手） 

 生涯学習課長。 

 

 はい。生涯学習課長の大沼です。 

議案第１０号、清須市生涯学習関係団体補助金交付要綱の一部を改正する

告示案について。上記の議案を提出する。令和６年４月１日提出。清須市教

育委員会教育長、天埜幸治。 

提案理由です。この案を提出するのは、公共施設の使用料の改定に伴い、

影響を受ける生涯学習関係団体に対する補助限度額を見直すため必要があ

るからです。 

１ページおめくりください、改正文となります。 

清須市公共施設使用料の設定に関する基本方針に基づき、令和６年４月１ 
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天埜教育長 

日から改定される公共施設の使用料について、市内公共施設を主な活動場所

としている生涯学習関係団体のうち、影響を受ける団体への補助額を前年使

用実績に基づき見直し、団体の活動への影響を軽減するための交付要綱の一

部改正となります。 

 文化協会は、会員１人あたり、２，１００円を２，２００円に、国際交流

協会は、４００，０００円を４１０，０００円に、体育協会は、会員１人あ

たり、２，６００円を２，９００円とする見直しを行う内容です。その他は、

表記の方法を統一し、押印廃止に関する様式の変更を併せて行うものです。

お認めいただきましたら、令和６年４月１日付けで施行するものとしており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 これより、質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論はございますでしょうか。 

（委員より、「なし。」の声あり。） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決をします。議案第１０号「清須市生涯学習関係団体補助金

交付要綱の一部を改正する告示案」については、原案のとおり決定すること

に、賛成の委員の挙手を求めます。 

［全員挙手］ 

挙手全員です。従って、議案第１０号「清須市生涯学習関係団体補助金交

付要綱の一部を改正する告示案」については、原案のとおり決定されました。 

 

〇 閉会    

天埜教育長 

 

以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

これで、令和６年度第１回清須市教育委員会定例会を閉会します。 

 

  

 閉会 正午 

 

   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

                   教 育 長  天 埜 幸 治 

 

 

署名委員  髙 山 智 司 

  

 

署名委員  上 田 恭 子 


